
 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

山 口 県 

 

工事成績評定において、評価の基準となる「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

（土木工事用）」を一部改定したので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．適用基準日 

  令和７年４月１日以降入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。 

 

２．対象工事 

  土木工事を対象とする。 

 

３．改定点 

 ⑴ 週休 2 日工事の実施要領改定に伴い、工程管理 B における週休２日の評価内容を変更

した。 

 ⑵ 建設キャリアアップシステム活用工事実施要領に対応して、創意工夫の建設キャリア

アップシステム（ＣＣＵＳ）活用の評価内容を変更した。 

 

※詳細については、山口県技術管理課ウェブサイトの「監督・検査・評定関係」 

（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/kennsa/kennsa.html） 

を参照ください。 

「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（土木工事用）」 

の一部改定について 


